
第12条第３項前段 

第 1 2条 第 ４ 項 

記 載 例 

(特別管理産業廃棄物の場合も準用する) 

 

様式第二号の四（第八条の二の四、第八条の二の七関係） 

（日本産業規格 Ａ列４番） 

 

産業廃棄物事業場外保管届出書 

 

     令和２年４月１日 

 

 相模原市長 殿 

 

届出者 

住  所  □□市××〇-〇 

氏  名  株式会社 〇〇 

       代表取締役 〇〇 〇〇 

（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 

電話番号 ０４２－□□□－△△△△ 

 

 

  廃棄物の処理及び清掃に関する法律 の規定により、関係書類及び 

 

 図面を添えて届け出ます。 

保

管

の

場

所

に

関

す

る

事

項 

所    在    地 相模原市〇〇△番地 

面         積 ３５０㎡ 

保管する産業廃棄物の種類 木くず、がれき類、廃プラスチック類 

積替えのための保管上限又は

処分等のための保管上限 
７０㎥ 

屋外において容器を用いずに

行う保管の有無（保管を行う

場合にあっては規則第1条の6

の規定の例による高さのうち

最高のもの） 

有                            

高さ２メートル                               

保 管 開 始 年 月 日 令和２年５月１日 

備考 

積替えのための保管上限又は処分等のための保管上限には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施

行令第６条第１項第１号ホ又は第２号ロ（３）の規定により保管することができる産業廃棄物の数量

を記入すること。 



 

 

 

産業廃棄物を保管しようとする事業場の施設の配置図記載例 

＊ あくまで一例です。 

             敷地境界         

                   

  

 

廃プラ 

置場 

×㎡ 

 

木くず 

置場 

×㎡ 

 

がれき類 

置場 

○㎡ 

 

 

 

事 務 所 

 

公

道 

 

出

入

口 

 

 

 

駐 車 場 

○
m
 

□m □m △m

底面コンクリート舗装 

コンクリート製 

高さ２ｍ 

＊ 囲いを設置しない場合は、建物（保管のための建物を除く）の 1 階部分床面積、敷地面積

が分かるよう記載してください。 

[事務所：○○㎡  敷地面積 ××㎡等] 

掲
示
板 



記 載 例 

(特別管理産業廃棄物の場合も準用する) 

 

様式第二号の五（第八条の二の五関係） 

 

産業廃棄物事業場外保管変更届出書 

 

  令和２年４月１日 

 

 相模原市長 殿 

 

届出者 

住  所  □□市××〇-〇 

氏  名  株式会社 〇〇 

       代表取締役 〇〇 〇〇 

（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 

電話番号 ０４２－□□□－△△△△ 

 

 

  廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第３項後段の規定により、関係書類及び図面を 

添えて届け出ます。 

 

変 更 の 内 容 

変 更 前 変 更 後 

保管する産業廃棄物の種類 

木くず、がれき類、廃プラスチック

類 

木くず、がれき類、廃プラスチック

類、金属くず 

変 更 の 理 由 業務拡大のため 

変 更 予 定 年 月 日 令和２年５月３１日 

（日本産業規格 Ａ列４番） 



記 載 例 

(特別管理産業廃棄物の場合も準用する) 

 

様式第二号の六（第八条の二の六関係） 

 

産業廃棄物事業場外保管廃止届出書 

 

  令和２年５月31日 

 

 相模原市長 殿 

 

届出者 

住  所  □□市××〇-〇 

氏  名  株式会社 〇〇 

       代表取締役 〇〇 〇〇 

（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 

電話番号 ０４２－□□□－△△△△ 

 

 

   廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第３項前段の規定による届出に係る保管を 

やめたので、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第８条の２の６の規定により 

届け出ます。 

 

保 管 場 所 の 所 在 地 相模原市〇〇△番地 

廃  止  の  理  由 廃業のため 

廃 止 年 月 日 令和２年５月20日 

（日本産業規格 Ａ列４番） 


